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令和５年３月２７日 

だったら，さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金のご案内 

（募集要領） 

 

 

 

 地球温暖化対策の推進および移住・定住の促進のため，市内に新たに建築され

たネット・ゼロ・エネルギーハウス（以下「ＺＥＨ」という。）を取得したかたに

対し，予算の範囲内で，補助金を交付いたします。 

Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ，Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ＋，ＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄは補

助対象外ですのでご留意ください。 

 

この補助金制度における次に掲げる用語の定義は，次のとおりです。 

(1) ＺＥＨ 外皮の断熱性能を大幅に向上させるととともに，高効率な設備シス

テムの導入により，室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した

うえで，再生可能エネルギーを導入することにより，年間の一次エネルギー消

費量の収支がゼロとすることを目指した住宅であって，ＺＥＨロードマップ

（平成２７年１２月経済産業省策定）における「ＺＥＨの定義」（Ｎｅａｒｌｙ 

ＺＥＨを除く。）を満たすものをいう。 

(2) 国ＺＥＨ補助金 国が実施するＺＥＨを対象とする補助金をいう。 

(3) ＢＥＬＳ 「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針（平成２８年

国土交通省告示第４８９号）」に基づく第三者認証の一つである「建築物省エネ

ルギー性能表示制度」をいう。 

 

 

 

〇 ３年度間限定の制度です。 

 市内に新たに建築されたネット・ゼロ・エネルギーハウス

（建売を含む。）を令和５年４月１日から令和８年３月３１日

までの間に取得する必要があります。 

 

〇 国，県の ZEH補助金と併給できます。 

 

〇 坂出市住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金とは併給で

きませんのでご留意ください。 

 

１．補助金の趣旨 

２．用語の定義 
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補助の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は，次の各号のいずれ

にも該当する市内の新築の戸建住宅です。ただし，公共工事等に伴う移転補償

（この項において「移転補償」という。）により取得した場合であって，取得費用

から移転補償の額を減じた額が１，０００万円未満となる場合は，補助対象住宅

とはなりません。 

(1) 国ＺＥＨ補助金によりＺＥＨであることが示されているものまたはＢＥＬＳ

評価書によりＺＥＨであることが示されているもの 

(2) 戸建住宅が，事務所，店舗その他これに類する用途を兼ねる家屋の場合は，

居住用部分の面積が延床面積の２分の１以上のもの。ただし，補助対象は，居

住用部分に限る。 

(3) 「５.補助対象者」の項に規定する補助対象者（共有による補助対象住宅取得

の場合，当該共有者を含む。）が，補助対象住宅（土地を取得した場合は，当該

土地を含む。）を取得する事業に要した費用（取引に係る消費税額および地方消

費税の額を含む。）が１，０００万円以上のもの 

 

※  新築の建売住宅も対象となります。ただし，所有権を取得した日が，建築工

事の完了の日から１年以内であり，過去に誰も居住したことがない住宅に限り

ます。 

 

補助対象経費は，前項に規定する補助対象住宅を，令和５年４月１日から令和

８年３月３１日までの間に取得した事業（以下「補助事業」という。）に要する費

用です。 

 

補助金の交付を受けることができるかた（以下「補助対象者」という。）は，交

付申請兼実績報告を行う時点において，次の各号のいずれにも該当し，かつ本市

の市税を滞納していないかたです。 

(1)  補助対象住宅に居住し，補助対象住宅の所在地に住所を有し，５年以上，定

住する意思を有すること。 

(2) 補助対象住宅を取得し，不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）の規定

により，建物の権利に関する登記を行っていること。ただし，共有名義の場合

は，持分が２分の１以上の者（持分が２分の１の所有者が２名の場合は，いず

れか一方）であること。 

(3) 補助金の交付を受けようとする者および同一世帯の者が，坂出市東京圏ＵＪ

Ｉターン移住支援事業補助金交付要綱（平成３１年坂出市要綱第４１号）の規

定による補助金の交付を受けていないこと。 

(4) 補助金の交付を受けようとする者および同一世帯の者が，坂出市結婚新生活

支援事業補助金交付要綱（令和４年坂出市要綱第２４号）第４条の住宅取得費

用に係る補助金の交付を受けていないこと。 

３．補助対象住宅 

４．補助対象経費 

５．補助対象者 
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(5) 補助金の交付を受けようとする者および同一世帯の者が，坂出市住宅用太陽

光発電システム等設置事業補助金交付要綱（平成２２年坂出市要綱第７号）の

規定による補助金の交付を受けていないこと。 

(6）補助金の交付を受けようとする者および同一世帯の者が，暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定

する暴力団員またはこれに準ずる者でないこと。 

(7) 補助金の交付を受けようとする者が，この要綱による補助金の交付を受けた

ことがある者または交付を受ける予定がある者でないこと。 

 

補助金の額は１戸当たり１００万円です。 

 

  交付申請兼実績報告書（様式第１号） 

 

６．補助金の額 

７．交付申請兼実績報告 

（１）提出書類 

添付書類 

(1)  補助金に係る誓約書（様式第２号） 

(2)  補助事業に係る請負契約書または売買契約書の写し【コピー】（契約金額

等の内訳が不明な場合は，内訳を明らかにした書類を添付すること。） 

(3)  国ＺＥＨ補助金の執行団体から送付を受けた交付決定通知書および額確定

通知書の写しまたはＢＥＬＳ評価書の写し【コピー】（評価書にＺＥＨであ

ることおよび一時エネルギー消費削減率が記載されているものであるこ

と。） 

(4) 補助事業の完了状況が確認できる写真 

  ※ 補助対象住宅の全体写真，太陽光発電システムや蓄電池等の設備の

個別設備の写真をご提出ください。 

(5) 補助事業に係る費用の支払いを証する書類またはその写し【コピー】 

(6) 補助対象者の本市の市税の完納証明書 

  ※ 坂出市税務課（管理係℡0877-44-5004）が交付する「完納証明書」

を取得してください。交付申請書提出日から３ヶ月以内の発行のも

のに限ります。コピー不可。 

(7) 補助対象者の属する世帯全員の住民票の写し（続柄が記載されたもの） 

  ※ 坂出市市民課（市民係℡0877-44-5005）で交付する「住民票の写

し」を取得してください。本籍，マイナンバーの記載は不要です。

交付申請書提出日から３ヶ月以内の発行のものに限ります。コピー

不可。 

(8) 補助対象者が所有者として記載されている補助対象住宅（土地を取得した

場合は，当該土地を含む。）の登記事項証明書 

※ 法務局等で取得してください。コピー不可。 

(9) 債権者登録申請書 
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  補助対象住宅の所有権を取得した日から６ヶ月以内 

提出期限の日が，土曜日，日曜日，祝日，１２月２９日～１月３日の場合

は，その日以後の休日でない日を提出期日とします。 

 

 

  坂出市政策部政策課（市役所本庁舎本館３階） 

   坂出市室町二丁目３番５号 ℡０８７７－４４－５００１ 

 

 

   市政策課から交付決定兼額確定通知書を受け取った際は，速やかに交付請

求書（様式第６号）を市政策課へご提出ください。 

 

   申請を取り下げる場合は，交付申請取下書（様式第５号）を市政策課へご

提出ください。 

 

この補助金を受けて導入した補助対象住宅を，市長の承認を受けないで，補助

金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸与し，担保（住宅ローン借

入れのための担保は除く。以下同じ。）に供し，または廃棄してはいけません。 

 

補助金の交付決定を受けたかたは，補助対象住宅の財産取得日から５年を経過

するまでの期間（以下「財産処分制限期間」という。）内において，補助対象住

宅を補助金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸与し，担保に供

し，または廃棄しようとするときは，あらかじめ，財産処分承認申請書（様式第

７号）を提出し，承認を得なければなりません。 

補助金の交付決定を受けたかたは，財産処分承認通知を受けた場合において，

財産処分制限期間に対して，補助対象住宅の処分日の翌日から財産処分制限期間

の満了日までの月数（１月未満の期間は算入しない。）の割合に相当する補助金

額（千円未満の端数があるときは，その端数は切り捨てるものとする。）を返還

しなければなりません。 

ただし，当該処分が天災，補助決定者の責めに帰さない事故その他やむを得な

い事由による場合において,返還するべき補助金額の全部または一部を免除する場

合がありますので，市政策課へご相談ください。 

(10) その他市長が必要と認める書類 

（２）提出期限 

（３）提出先 

８．補助金の交付請求 

９．申請の取下げ 

１０．注意事項 

（１）交付の条件 

（２）財産処分制限 
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補助金の交付決定を受けたかたが次の各号のいずれかに該当するときは，補助

金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあります。また，交付決定の

全部または一部を取り消した場合に，既に交付した補助金があるときは，期限を

定めてその全部または一部の返還を命じることがあります。 

 (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。 

(3) 前条の規定に違反して補助対象物件を処分したとき。 

(4) 前３号に定めるものを除くほか，市長の指示に従わなかったとき。 

 

市がデータの提供その他の協力を要請する際は，ご協力ください。  

（３）交付決定の取消および返還命令 

１１．調査に対する協力 
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１２．補助金交付申請手続きの流れ 

申請者  坂出市 

 

工事の開始 

 

 

 

工事の完了，住宅の引

渡し 

 

住民票の移転，不動産

登記 

 

 

 

 

 

 

交付申請兼実績報告 

 

 

 

受領 

 

 

 

補助金請求 

 

 

 

受領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付申請兼実績報告書 

 

 

 

交付決定兼額確定通知書 

 

 

 

請求書 

 

 

 

補助金の口座への振込  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付 

 

審査 

 

交付決定兼額確定 

 

 

 

受付 

 

審査 

 

支払 

 

 

お問合せ先 

坂出市 政策部 政策課 政策調整係  

〒７６２－８６０１ 坂出市室町二丁目３番５号（市役所本庁舎本館３階） 

℡ ０８７７－４４－５００１ 

交付申請書の提出期間： 補助対象住宅の所有権を取得した日から６ヶ月以内 

事前相談 

補助対象住宅の所有権を取得した日： 令和５年４月１日（土）～令和８年３月３１日（火） 
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様式第１号（第７条関係） 

 

令和〇年 〇月  〇日 

 

坂出市長 殿 

 

住所 坂出市〇町〇番地 

氏名  〇〇 〇〇   

                            （署名または記名押印） 

 

だったら，さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金交付申請兼実績報告書 

 

 だったら，さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金交付要綱第７条の規定により，

次のとおり申請および実績の報告をします。 

  

  

補助対象住宅の所在地 坂出市〇町〇番地 

補助対象事業の種別 
☑ 新築する事業 

 □ 新築建売住宅を購入する事業 

補助対象住宅に設置した

設備 

☑ 住宅用太陽光発電システム 

 □ 住宅用蓄電システム 

補助対象住宅の所有権を

取得した日 
      令和  〇年   〇月   〇日 

補助対象事業費 
             〇〇，〇〇〇，〇〇〇円 

（公共工事等に伴う移転補償費  〇〇〇，〇〇〇円） 

添付書類 

(1) だったら，さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金に係る誓約書（様

式第２号） 

(2) 補助事業に係る請負契約書の写し（契約金額等の内訳が不明な場合は，内訳

を明らかにした書類を添付すること。） 

(3) 国ＺＥＨ補助金の執行団体から送付を受けた交付決定通知書および額確定通

知書の写しまたはＢＥＬＳ評価書の写し（評価書にＺＥＨであることおよび一

時エネルギー消費削減率が記載されているものであること。） 

(4) 補助事業の完了状況が確認できる写真 

(5) 補助事業に係る費用の支払いを証する書類またはその写し 

(6) 補助対象者の本市の市税の完納証明書 

(7) 補助対象者の属する世帯全員の住民票の写し（続柄が記載されたもの） 

(8) 補助対象者が所有者として記載されている補助対象住宅（土地を取得した場

合は，当該土地を含む。）の登記事項証明書 

(9) その他市長が必要と認める書類 

記入例 
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様式第２号（第７条関係） 

 

令和〇年 〇月  〇日 

 

坂出市長 殿 

 

住所 坂出市〇町〇番地 

氏名  〇〇 〇〇             

                            （署名または記名押印） 

 

 

だったら，さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金に係る誓約書 

 

 だったら，さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金の交付を受けるに当たり，下

記の内容について相違ありません。なお，相違があった場合は，補助金の交付決定の取消

しを受けること，または補助金の返還を命ぜられることになっても，異議を申し立てませ

ん。 

 また，補助金の交付要件を満たしていることを確認するため，住民基本台帳等の記録の

調査および実地調査をすることに同意します。 

  

記 

 

(1)  補助対象住宅に居住し，補助対象住宅の所在地に住所を有し，５年以上，定住する意

思を有すること。 

(2) 補助金の交付を受けようとする者および同一世帯の者が，坂出市東京圏ＵＪＩター

ン移住支援事業補助金交付要綱（平成３１年坂出市要綱第４１号）第４条の補助金の交

付を受けていないこと。 

(3) 補助金の交付を受けようとする者および同一世帯の者が，坂出市結婚新生活支援事業

補助金交付要綱（令和４年坂出市要綱第２４号）第４条の住宅取得費用に係る補助金の

交付を受けていないこと。 

(4）補助金の交付を受けようとする者および同一世帯の者が，暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員また

はこれに準ずる者でないこと。 

(5) 補助金の交付を受けようとする者が，この要綱による補助金の交付を受けたことがあ

る者または交付を受ける予定がある者でないこと。 

(6) 市がデータの提供その他の協力を要請するときは，これに協力すること。 

 

 

  

記入例 
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様式第５号（第１０条関係） 

 

令和〇年 〇月  〇日 

 

坂出市長 殿 

 

住所 坂出市〇町〇番地 

氏名  〇〇 〇〇          

                            （署名または記名押印） 

 

だったら，さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金交付申請取下書 

 

 令和   〇年  〇月  〇日付けで申請した，だったら，さかいで 本気でゼロカ

ーボン生活応援補助金交付申請について，次の理由により申請を取り下げます。 

 

 

 

  

  

理由 

〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

 

 

記入例 
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坂
出 

様式第６号（第１１条関係） 

 

令和〇年 〇月  〇日 

 

坂出市長 殿 

 

住所 坂出市〇町〇番地 

氏名  〇〇 〇〇    ㊞ 

 

 

だったら，さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金交付請求書 

 

    

令和  〇年  〇月  〇日付け 〇〇第 〇〇 号で額の確定のあった，だったら，

さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金について，下記のとおり請求します。 

  

 

                  記 

 

１ 請求金額  金 １，０００，０００円 

 

 

 

 

 

  

記入例 
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様式第７号（第１２条関係） 

 

令和〇年 〇月  〇日 

 

坂出市長 殿 

 

住所 坂出市〇町〇番地 

氏名  〇〇 〇〇           

                            （署名または記名押印） 

 

だったら，さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金財産処分承認申請書 

 

    

令和  〇年  〇月  〇日付け 〇〇第 〇〇 号で額の確定のあった，だったら，

さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金の補助対象住宅の処分について，下記のと

おり申請します。 

記 

 

１ 処分の年月日 令和 〇年  〇月 〇日 

２ 処分の内容 

〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

３ 処分の理由 

〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

４ その他  

 

  

記入例 



12 

記入例 

坂
出 

申請日 令和〇年〇月〇日 

変更日 令和 年  月  日 

債 権 者 登 録 （ 変 更 ） 申 請 書 

坂出市長 殿 

 下記のとおり登録を申請します。 

 また，記載内容に変更が生じた場合は，速やかに変更申請書を提出します。 

申請区分 ・新 規  ・変 更（法人(団体)名・ 個人名 ・代表者職氏名・ 住所・振込口座・ その他） 

法人名 

（団体

名） 

フリガナ   

 

 

支店名 

フリガナ  

     

代表者 

職氏名 

または 

個人名 

フリガナ   〇〇〇 〇〇〇〇 代表者印または個人

印 
法人（団体）印 

 

〇〇 〇〇 

  

支払方法 １ 口座振替   ２ 窓口払   ３ 納付書払 

住  所 

〒  －  

坂出市〇町〇番地 

電話 （〇〇〇〇）〇〇－〇〇〇〇  ＦＡＸ （   ）－      

振込先 

金融機関コード 〇〇〇 支店コード 〇〇〇〇 

          〇〇〇 銀行・信金・信組 

              農協・漁協・労金 
    〇〇   本店・支店・（その他） 

預金種別 普通  当座  その他 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇 

口座名義 

フリガナ 〇〇〇 〇〇〇〇 

〇〇 〇〇 

公共工事の前金払専用口座を指定する場合 

前金払用 

金融機関コード  支店コード  

銀行・信金・信組 

農協・漁協・労金 
本店・支店・（その他） 

預金種別 普通  当座  その他 口座番号 
 

口座名義 

フリガナ                                  

 

・法人（団体）名，代表者職氏名または個人名，住所および印鑑については，契約書，請求書等に記載される

情報と一致させてください。                        担当課（         ） 

 


